
 

つくば市令和３年（2021年）５月定例記者会見 資料一覧 

令和３年（2021年）５月７日（金） 

つくば市 市長公室 広報戦略課 

 

１ つくば市スーパーシティ基本方針の策定について 

 

２ つくばセンタービル公共施設基本計画の策定について 

 

３ つくば市国土強靱化地域計画（案）について 

 

４ つくば市地域公共交通計画の策定について 

 

５ つくば市学校給食センター整備方針の策定について 

 

６ つくば市学校施設長寿命化計画の策定について 

 

７ 引越れんらく帳の利用開始について 

 

８ つくば市イベント情報（2021年５月、６月）等 

 



 

令和３年（2021年）５月定例記者会見 資料No.１ 
 

                   政策イノベーション部 スマートシティ戦略室 

事 案 名 つくば市スーパーシティ基本方針の策定について 

１ 趣旨・目的 

 

 

 

 

 

 

２ 経過（パブコ

メ期間など） 

 

 

 

３ 構想の名称 

 

 

４ 概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 参考 

 

住民参加を基盤とし、住民と住民、住民と行政のつながりを深化

しつつ、出口の見えない社会課題の克服や、革新的な暮らしやすさ

を実現するため、デジタル（AI、IoT等）、ロボティクス等の世界最

高峰の最先端技術の社会実装と、都市機能の最適化を行う、スーパ

ーシティ型国家戦略特別区域の指定に係る提案の骨子として、つく

ば市スーパーシティ基本方針を策定しました。 

 

パブリックコメントの実施結果 

 実施期間 ：令和３年 1 月 22 日～2 月 21 日（31 日間） 

 実施結果 ：意見提出 21 名 21 件 

       意見による修正：５箇所 

 

つくばスーパーサイエンスシティ構想 

～科学で新たな選択肢を、人々に多様な幸せを～ 

 

住民のつながりを力にして、大胆な規制改革とともに先端的な技

術とサービスを社会実装することで、科学的根拠をもって人々に新

たな選択肢を示し、多様な幸せをもたらす大学・国研連携型スーパ

ーシティの実現を目指しています。 

提案内容として、行政分野、移動分野、物流分野、医療・介護分

野、防犯・防災・インフラ分野の５分野の先端的サービスを掲げて

います。 

また、特長的な提案としては、インターネット投票、AIオンデマ

ンドバス、SIBによるインフラ維持管理などがあげられます。 

 

住民の意向を把握すべく、パブリックコメント等の取組を実施しま

した。 

令和３年１月22日、28日：区会会長との面談（宝陽台・小田） 

令和３年２月９日～３月23日：オープンハウス 

令和３年２月15日：市域全体向け市長キャラバン 

（オンライン説明会） 

令和３年４月３日：市長キャラバン（対面住民説明会） 

（宝陽台・小田） 

資 料 等 

・「つくば市スーパーシティ基本方針」 

（スーパーシティ型国家戦略特別区域の指定に係る提案骨子） 

・スーパーシティ型国家戦略特別区域の指定に関する提案（概要版） 

・住民意見に対する回答、及び対応方針（一部抜粋） 

 



 

令和３年（2021年）５月定例記者会見 資料No.２ 
 

                      都市計画部 学園地区市街地振興課 

事 案 名 つくばセンタービル公共施設基本計画の策定について 

１ 目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 概要（リニュ

ーアルを行う公

共施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 今後の予定 

 

 

 つくばセンタービルは、建築から38年が経過し、社会情勢や周辺

環境の変化等により各種課題が顕在化しています。そのため、ビル

の在り方やリニューアルに向けた検討を進めてきました。その中で

公共施設については、駅からの近接性や公共施設の立地等の高い拠

点性を活かして更なる市民サービスの向上を図るため、市民活動や

市民生活を支える、新たな市民活動拠点等として整備することと

し、「つくばセンタービル公共施設基本計画」を策定しました。 

 

 

(1) 新たな市民活動拠点の整備 

現在の吾妻交流センター、市民活動センター等の機能を拡充し

ながら、消費生活センターや国際交流機能なども一箇所に集約す

ることで、市民等の交流や活動を支援し市民等の居場所となる施

設を整備します。 

(2) 市民窓口の新設 

  市民からの設置要望が多い市民窓口を新たに新設します。 

(3) ノバホール小ホールの機能向上 

ノバホール小ホールを大ホールと同じフロアにすることで利

便性を高めるとともに、防音等の機能向上を図ります。 

(4) つくばセンター広場の機能向上 

  動線の改善や、イベント等が実施しやすくなるよう改修を行い

ます。 

 

 

今年度に実施設計を、令和４年度に整備工事を実施予定です。 

 

 

資 料 等 ・つくばセンタービル公共施設基本計画 

 



 

令和３年（2021年）５月定例記者会見 資料No.３ 

 

                      市長公室 危機管理課 

事 案 名 つくば市国土強靱化地域計画（案）について 

１ 趣旨 

 

 

 

 

 

２ 意見募集期間 

 

３ これまでの 

 経過 

 

 

 

 

４ 基本目標 

 

 

 

 

５ 本計画の 

ポイント 

 

 

 

 

 

６ 今後の予定 

 

国土強靱化基本計画及び県計画に基づき、大規模自然災害等から

市民の生命と財産を守り、事前の防災・減災と迅速な復旧・復興に

資する施策を総合的かつ計画的に実施することを目的とした「つく

ば市国土強靱化地域計画」を策定することに伴い、市民の意見を反

映させるため、パブリックコメントを実施します。 

 

令和３年（2021 年）５月 12 日（水）～６月 13 日（日）（33 日間） 

 

令和２年 11 月 全部署を対象に、脆弱性の分析、施策の推進方策、

該当する事業の洗い出しについての調査を実施。 

令和３年３月  計画素案を作成し、事業の漏れや内容の確認につ

いての調査を実施。 

 

 

 いかなる大規模自然災害が発生しても市民の生命、財産を守り、

経済社会活動に致命的な被害を負わない「強さ」と、速やかに回復

する「しなやかさ」を兼ね備えることで、生活の安全がしっかりと

確保され、安心して暮らし続けられる社会の形成を目指します。 

 

 本計画においては、国及び県のリスクシナリオを参考に、本市の

特色等を勘案し、緊急性や優先度を総合的に判断し、17 の重点化

すべき施策群（重点プログラム）を設定しています。 

この重点プログラムについては、その重要性に鑑み、進捗状況等

を踏まえつつ、更なる重点化を含め、取組の一層の推進に努めるも

のとしています。 

 

パブリックコメント後、令和３年８月頃公表予定です。 

 

資 料 等 ・つくば市国土強靱化地域計画（案） 

 



 

令和３年（2021年）５月定例記者会見 資料No.４ 

 

                      都市計画部 総合交通政策課 

事 案 名 つくば市地域公共交通計画の策定について 

１ 趣旨・目的 

 

 

 

 

 

２ 経過（パブコ

メ期間など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 基本理念 

 

 

４ 基本方針 

 

 

 

 

 

５ 本計画のポイ

ント 

 平成28年に策定した「つくば市地域公共交通網形成計画」の計画

年度が終了するため、新たに令和３年から８年までの５年間の市の

公共交通のマスタープランとして、「つくば市地域公共交通計画」

を策定しました。この計画は地域公共交通の活性化及び再生に関す

る法律（活性化再生法）に基づく法定計画です。 

 

令和２年９月 つくば市公共交通活性化協議会（幹事会） 

令和２年10月 つくば市公共交通活性化協議会 

令和２年12月 つくば市公共交通活性化協議会（幹事会） 

令和３年１月 つくば市公共交通活性化協議会 

令和３年３月 つくば市公共交通活性化協議会（幹事会） 

令和３年３月 つくば市公共交通活性化協議会 

 

・計画書作成に当たり、アンケート調査を実施。 

（パブコメ実施期間） 

・令和３年２月５日（金）～３月７日（日） 

（実施結果） 

意見提出７名 85件 

意見による修正 40件  

 

「様々なデータや新技術で、人と人、まちとまちが“つながり”、

未来へと“つながる”地域公共交通を目指して」 

 

方針１ 未来へとつながる“まちづくり”を支える地域公共交通 

方針２ “地域”をつなぐ地域公共交通 

方針３ “様々なデータや新技術”を利用して相互につながる地域

公共交通 

方針４ “人と人”がつながる地域公共交通 

 

「幹線＋支線システム」による、総合的な公共交通ネットワークに

より、ハブアンドスポーク型都市構造の構築を図り、市民の移動を



 

 

 

６ 達成目標 

 

 

 

７ 前回からの変

更点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 今後の予定 

支える公共交通サービスの提供を図ります。 

 

上記４基本方針１から４の各々に目標と指標を設定しました。（４

つの目標と14の指標）また、目標達成のために21の施策を定めまし

た。 

 

・改正活性化再生法により、名称が公共交通網形成計画から地域公

共交通計画に変更となりました。 

・SDGs未来都市やスマートシティなどを意識し、様々なデータ・新

技術の活用（MaaS等）について検討することを記載しました。 

・市内の様々な交通資源を活用することにより、地域の移動課題の

解決を検討することを記載しました。 

・ラストワンマイルの移動手段として、自転車の活用やGSM（グリ

ーンスローモビリティ）の導入を検討することを記載しました。 

・新型コロナウイルス感染症の課題を意識した施策を記載しました

。 

 

ホームページ及び各窓口センター等に掲示し、周知を図ります。 

 

 

資 料 等 ・つくば市地域公共交通計画 

 



 

令和３年（2021年）５月定例記者会見 資料No.５ 

 

                      教育局健康教育課 

事 案 名 「つくば市学校給食センター整備方針」の策定について 

１ 趣旨・目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 経過（パブコ

メ期間など） 

 

 

 

 

３ 基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

４ 本計画のポイ

ント 

 

 

 

７ 達成目標 

 

学校等適正配置計画の改定（令和２年３月）により、既存の４セ

ンターでは将来的に調理能力が不足することが見込まれることと、

茎崎学校給食センターの老朽化により、長期にわたる施設使用には耐

えられない恐れがあることから、これらの課題を解決し、今後増加す

る児童生徒数に対応し、安心・安全な学校給食の継続提供を維持する

ため、市全域に係る「つくば市学校給食センター整備方針」を策定し

ました。 

なお、策定にあたり、市民の意見を反映させるため、パブリックコメ

ントを実施しました。 

 

（パブコメ実施期間） 

令和３年１月 22 日～2 月 21 日（31 日間） 

（実施結果） 

意見提出 13 名 28 件 

意見による修正 ２件 

 

基本方針 

（1）確実な衛生管理体制 

（2）安心・安全でおいしい給食の提供 

（3）効率のよい調理環境の確保 

（4）食育の推進と食育啓発活動 

（5）環境負荷の低減 

（6）維持管理費の効率化 

 

立地条件、財政負担、工期等総合的に判断して、桜学校給食センタ

ー跡地に新たな学校給食センターを建設します。これにより、市内

各地域にバランスよく給食センターが配置されることとなり、安全

な学校給食運営に寄与することができます。 

 

 令和７年（2025年）４月、調理能力7,000食の新しい学校給食セ

ンターの供用を開始します。 



 

８ 今後の予定  策定した整備方針及びパブリックコメント実施結果については、 

令和３年（2021年）５月１日から５月31日まで、市内各窓口センタ

ー等で閲覧可能です。 

 市ホームページには、５月31日以降も掲載します。 

資 料 等 つくば市学校給食センター整備方針 

 



 

令和３年（2021年）５月定例記者会見 資料No.６ 
 

                      教育局教育施設課 

事 案 名 「つくば市学校施設長寿命化計画」の策定について 

１ 趣旨・目的 

 

 

 

 

 

２ 経過 

 

 

 

３ 基本施策 

 

 

 

４ 本計画のポイ

ント 

 

 

 

５ 達成目標 

 

 

 

６ 今後の予定 

 

効率的なメンテナンスサイクルの構築や、予防保全型の改修・改

築の実施により、施設機能を維持しながら、従来以上に長期的に施

設を使用することで、ライフサイクルコストの縮減や、財政負担の

軽減及び平準化を図るため、「つくば市学校施設長寿命化計画」を

策定しました。 

 

本計画は、令和元年９月より策定業務を開始し、市内学校の現地

調査や、維持管理の実績等を基に、令和３年３月に本業務策定を完

了したものです。 

 

小学校29校、中学校12校、義務教育学校４校、幼稚園18園の計63

施設、計227棟を対象に、長寿命化改修、改築の実施計画を定めて

おり、実施計画に基づき、改修、改築を実施します。 

 

学校施設を計画的な改修により「長寿命化」を図った場合、建替

え中心で更新した場合と比較し、計画期間の26年間において、約

17%、年間平均約4.6億円のコスト縮減に繋がることが期待されま

す。 

 

計画的かつ効率的な教育環境の整備改善とそれに財政コストの平

準化を実現するために、実施計画にそって「長寿命化」を実施して

いきます。 

 

令和４年度から設計業務を開始し、令和５年度より本計画による

長寿命化改修工事に着手する予定です。 

なお、学校施設の長寿命化計画策定は、今回が初めてであり、今後

５年ごとに、計画の見直しを実施する予定です。 

 

資 料 等 
・「つくば市学校施設長寿命化計画」の概要 

・「つくば市学校施設長寿命化計画」 

 



 

令和３年（2021年）５月定例記者会見 資料No.７ 

 

生活環境部 水道業務課 

事 案 名 「引越れんらく帳」の利用開始について 

１ 趣旨・目的 

 

 

 

 

 

２ 利用開始日 

 

３ 概要 

 

 

 

４ 主な参画事業 

  者 

 

 

 

 

５ 利用見込み数 

 

６ その他 

 ４月１日から、オンラインサービス「引越れんらく帳」によるつ

くば市の上下水道引越し手続き（使用開始申込み・使用中止届）が

できるようになりました。このサービスにより、ワンストップで複

数の公共料金の手続きが無料でできることから、引越しをする方の

利便性向上が期待できます。 

 

令和３年(2021年)４月１日 

 

東京電力エナジーパートナー（株）が運営するサービスで、電気、

上下水道、ガスなど（その他ＮＨＫ、固定電話など）の引越し手続

きが一度でインターネット上で行えるものです。 

 

【電気】東京電力エナジーパートナー、中部電力 

【ガス】東京ガス、武陽ガス、日本瓦斯、京葉ガス、東邦ガスほか 

【上下水道】東京都、神奈川県、千葉県、柏市、八千代市、流山市、

さいたま市、久喜市、富岡市、宇都宮市、豊中市ほか 

【電話】ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本 

 

年間約 4,500 件 

 

【契約主体】 

東京都中央区銀座２-11-15 SF 銀座ビル５階 

ＴＥＰＣＯｉ－フロンティアズ株式会社 

【サイト運営者】 

東京都中央区銀座八丁目１３番１号 銀座三井ビルディング 

東京電力エナジーパートナー株式会社 

  

資 料 等 
・手続きイメージ図 

 


